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第Ⅲ章

●Ⅲー1 環境学習の背景とねらい●

●私たちがめざす環境学習

Ⅲ　私たちがめざす環境学習

　1975（昭和50）年に「国連教育科学文化機関」（UNESCO）により「国際環境教育会
議」が開催され，個人及び社会集団の側面から環境教育の目的を明確化した「べオグラード
憲章」が採択されました。これをもとに，1977（昭和52）年に国連主催の「環境教育政府
間会議」で「トビリシ勧告」が出され，現在の環境教育の基本的な考えとなっています。
　その後，諸々の国際会議等の中で，持続可能な社会の構築と環境教育が不可分であること
も示されており，環境教育は，あらゆる場において，また，対象となる人の発達の段階又は
生活の在り方に応じ，行動に結び付くような人材を育てるという視点で行われることが求め
られるようになりました。
　2002（平成14）年「持続可能な開発に関する世界首脳会議」（WSSD：ヨハネスブルグ・
サミット）で，我が国は2005（平成17）年から始まる10年を「持続可能な開発のための
教育（ESD）の10年」とすることを提案しました。これを受けて，2002年の第57回国連
総会で「国連持続可能な開発のための教育の10年」が採択され，国際的な環境教育の取組
は，この枠組に沿って展開されることになりました。
　
　一方，このような国際的な動きも踏まえ我が国では，2004（平成16）年９月に「環境保
全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する基本的な方針」が閣議決定されました。この中
で，環境教育の目指す人間像として「環境教育を通じて，人間と環境の関わりについての正
しい認識に立ち，自らの責任ある行動をもって，持続可能な社会づくりに主体的に参画でき
る人材を育成することを目指す」としています。
　また，2006（平成18）年12月の教育基本法改正を受けて，2007（平成19）年６月に
改正された学校教育法では，義務教育の目標として，「学校内外における自然体験活動を促
進し，生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと」が新たに
規定されました。

　環境教育・環境学習のねらいについてはいろいろと提唱されていますが，上記のような背
景をもとに，学校教育における環境教育の目的は，次のように示されています。

環境学習の背景とねらいⅢ−1

　環境や環境問題に関心・知識をもち，人間活動と環境とのかかわりについての総合的な
理解と認識の上にたって，環境の保全に配慮した望ましい働きかけのできる技能や思考
力，判断力を身に付け，持続可能な社会の構築を目指してよりよい環境の創造活動に主体
的に参加し，環境への責任ある行動をとることができる態度を育成すること

「環境学習指導資料［小学校編］国立教育研究所教育課程研究センター（平成19年3月）」から
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●Ⅲー2 幼児期からの環境学習●

　環境を大切にしたいという心情を強く感じるとき，私たちの脳裏には幼少期に感動をした
体験，例えば，本当に美しい自然の風物や郷土の自然に根ざした命の営みのすばらしさが思
い起こされているのではないでしょうか。それは，春の花たちの生命感に満ちた競演，新緑
のすがすがしさと健やかさ，真っ青な空にわき上がる入道雲，夜空に輝く天の川，にぎやか
な昆虫たちの生活，秋の美しい紅葉などの自然環境かもしれません。あるいは，私たちを栃
木県人として育んでくれた，四季おりおりの行事や祭りの賑わい，地域や家庭の温かい人間
関係などの社会環境・文化環境かもしれません。
　
　最近では，子どもたちがそのような体験に浸る機会が減少しているのではないかと言われ
ています。幼児から小学生の時期に，そのような良質の「自然体験」と「社会体験」を積み
重ねていくことはとても大切なことです。
　まずは，子どもたちに，自然の美しさへの感動や身近な自然の心地よさを感じ取る体験活
動を仕掛けていきたいものです。

幼児期からの環境学習Ⅲ−2
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（１）「生きる力」の育成と環境学習
　環境問題に関して解決すべき課題は，多くの要素がからみ合って生じています。また，我々
の日常生活の在り方にも深く関わっているため，一人一人が環境への負荷の少ない生活に努
め，環境や環境問題を総合的にとらえて解決への方策をとることが求められています。
　こうしたことに主体的に取り組むために，課題を見付け，自ら学び，主体的に判断し，行
動し，よりよく問題を解決する資質や能力を育てていくことは，まさに「生きる力」を育成
することにつながります。

（２）環境学習の３つのステップ
　学校における環境教育の在り方については，1996（平成 8）年の中央教育審議会第１次
答申に，「環境から学ぶ（豊かな自然や身近な地域社会の中での様々な体験活動を通して，
自然に対する豊かな感受性や環境に対する関心等を培う。）」，「環境について学ぶ（環境や自
然と人間とのかかわり，さらには，環境問題と社会経済システムの在り方や生活様式とのか
かわりについて理解を深める。）」，「環境のために学ぶ（環境保全や環境の創造を具体的に実
践する態度を身に付ける。）」という方針が示されています。

　これらをより分かりやすい形でまとめると，次の３つのステップになります。

　環境学習をある程度まとまった時間で実施する場合は，それぞれ単独で行うのではなく，
３つのステップを順にふむことで，より深い理解にたった実践的な態度を育てることができ
ます。

Ⅲ−3 学校における環境教育

「親 し む」＝環境そのものや環境問題などにふれることによって，それらに対する感受
性を身に付けたり，関心を持ったりする段階

「知　　る」＝環境そのものや環境問題及び環境に対する人間の責任や使命について理解
を深めたり，環境問題を解決するための技能を身につけたり，多面的に
評価したりする活動を通して理解を深める段階

「行動する」＝学習したことをもとに新たな段階に進んだり，環境問題を解決するために
自分でできることを実行したり，情報を発信したりする段階

環境教育・環境学習の３つのステップ　「親しむ」➡「知る」➡「行動する」

※本書のプログラムでは，それぞれの活動のねらいを，この３つのステップの観点から示しています。



199

第Ⅲ章 ●私たちがめざす環境学習

●Ⅲー3 学校における環境教育●

（３）学習活動における環境学習の展開
　学校での環境教育・環境学習を進める場合には，教育課程の編成・実施という学校教育全
体の流れの中で，環境に関わる学習の機会や場を計画的に設けていくことが大切です。
　実施に当たっては，各教科，道徳，特別活動などのそれぞれにおける指導内容と相互の関
連を図るとともに，子どもたちの発達の段階や学校の周りの環境の特色等を十分にふまえて
取り組むことが大切です。また，環境教育・環境学習は総合的・横断的な特色を持っている
ことから，学校や地域の実態等に応じ，総合的な学習の時間などを活用した主体的な学習が
期待されます。

文科省Webページ「新学習指導要領における「環境教育」に関わる主な内容」から

総　則 ○環境の保全に貢献し未来を拓く主体性のある日本人を育成するため，その基盤
としての道徳性を養う

社会科

　（3・4学年）
○飲料水，電気，ガスの確保や廃棄物の処理と自分たちの生活や産業とのかかわ

り
○節水や節電などの資源の有効な利用
○自然環境，伝統や文化などの地域の資源を保護・活用している地域
　（5学年）
○公害から国民の健康や生活環境を守ることの大切さ
○国土の保全などのための森林資源の働き及び自然災害の防止

理　科

○自然環境を大切にし，その保全に寄与しようとする態度
　（3学年）
○身近な自然の観察
　（6学年）
○生物間の食う食われるという関係などの生物と環境とのかかわり

生活科
　（1・2学年）
○自分と身近な動物や植物などの自然とのかかわりに関心をもち，自然のすばら

しさに気付き，自然を大切にすること

家庭科 　（5・6学年）
○自分の生活と身近な環境とのかかわりに気付き，物の使い方などを工夫

体育科
　（3・4学年）
○健康の状態は，主体の要因や周囲の環境の要因がかかわっていること
○健康に過ごすには，生活環境を整えることが必要であること

道　徳 　（5・6学年）
○自然の偉大さを知り，自然環境を大切にする

総合的な
学習の時間

○学校の実態に応じて，例えば国際理解，情報，環境，福祉・健康などの横断的・
総合的な課題についての学習活動

特別活動 ○学級活動，児童会活動，学校行事

小学校学習指導要領（平成20年３月告示）との主な関連
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●私たちがめざす環境学習

幼　児 周囲の様々な環境に好奇心や探究心を持って関わり，それらを生活に取り入れて
いこうとする力を養うよう援助していく

小
学
生

低
学
年

自然環境や事象に対する感受性や興味・関心を高めるとともに，自然のすばらし
さや生命の大切さを感得するよう配慮する

中
学
年

身近な自然や環境にふれ，自分や他の人が使っている物（資源），ごみなどについ
て問題を見いだし，追究できるようにする。自然や社会との関わりや体験学習を
より重視する

高
学
年

種々の体験や学習を通して，多面的に思考できるようになったり，収集した情報
をもとに判断したり推理したりすることもできるようになるので，自然や社会の
つながりや循環という考え方を身に付け，より主体的に環境と関わり，環境を大
切にすることができるようにする

中学生 環境に関わる事象について，具体的に認識させるとともに，因果関係や相互関係
を把握し，問題解決を図る能力が育成できるようにする

高校生
環境問題を総合的に思考・判断し，賢明な選択・意志決定が行えるようにすると
ともに，環境保全や環境の改善に主体的に働きかける能力や態度が育成できるよ
うにする

青年～
成人

人と環境の関わりについて正しい認識を持ち，日常生活における環境に配慮した
行動の実践を進めるとともに，年少者を指導する立場としての自覚が求められる

高齢者

長い社会体験を通して習得した専門知識や生活の知恵が豊富であり，物を大切に
するといった伝統的な良きライフスタイルを次世代に継承する存在として，また
地域や家庭において環境学習の指導者，環境保全活動の実践者となることが期待
されている

　環境教育・環境学習は，幼児から高齢者までのあらゆる年齢層に対して体系的に行われること
が求められており，それぞれの発達の段階を考慮して進めることが大切です。特に，発達の段階
に応じて，「親しむ」→「知る」→「行動する」へ比重を変えて行くことが有効となります。

Ⅲ−4 発達の段階を考慮した環境学習
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●Ⅲー5 家庭や地域と連携した環境学習●

　環境学習を推進するためには，環境と触れ合う場，そして，それに関して主体的に学習す
る場が必要です。特に環境問題や環境保全に関する活動については，日々の暮らしの中で意
識的に取り組むことが重要であるため，家庭や地域社会との連携が欠かせません。

　例えば，飼育・栽培活動，遠足，集団宿泊，美化活動などを通して，学校と家庭，地域社
会とが一体となった活動を行うことが大切です。そのためには，学校での取組はもとより，
それぞれの家庭，地域社会との相互補完の関係を築いていくことが必要です。
　家庭や地域社会で経験し学んだことを学校での学習に生かし，また，学校で学んだことを
家庭や地域社会の生活に生かすことが大切であり，学校と家庭や地域社会が，児童一人一人
の環境への対応力を育成するために相互補完の関係となるよう連携を保っていくことが求め
られます。

　また，青少年団体，PTA 等の社会教育関係団体をはじめ，町内会等の住民自治団体，地
域の有志活動グループ，NPO 等を含めた地域の人々など，家庭や地域社会の教育力や人的
資源を十分生かすような取組を進めていきたいものです。

Ⅲ−5

家　庭

幼稚園・保育所、 学校 

 

調べ学習情報提供

情報提供
指導者 調べ学習

地域社会

情
報
提
供

情
報
提
供

家庭や地域と連携した環境学習
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●私たちがめざす環境学習

（１）環境学習の特色
　環境学習の内容や学習方法は多岐にわたっていますが，ここでは，「関係性学習」「統合的
学習」という二つの視点からの特色を見ていきます。

① 関係性学習 ･･････ つながりを意識
　環境問題は，自然環境だけでなく，政治・経済・文化・健康など，人間に関わるあらゆる
問題が絡み合っています。環境教育は，こうしたつながりを理解したり，求められる新たな
つながりを構築する＝「関係性学習」として深化させることが必要です。
　「人と自然のつながり（人と他の生物）」の関係を見るだけでなく，「人間相互のつながり」
という視点もあります。また，「距離的なつながり（他地域，他国）」「時間的なつながり（世
代間）」なども考えられます。
　さらに，学校内だけで行われる教育から，家庭・地域社会資源の活用，行政機関との連携，
環境教育拠点施設との協力，企業の環境教育支援の活用などへと進めることが，つながりに
ついて実感を伴って理解するための有効な手段となります。

② 統合的学習 ･･････ 学問の枠を超えて
　環境問題の解決が重要な課題となっている今日，求められる人間像は，時間的には次世代
以降を，空間的には全世界を視野に入れて行動できる人間であり，かつ自然と人間の共生を
めざす環境倫理を身につけた人間です。
　この意味で，環境教育は，自然科学的アプローチのみでなく，人間の思考・行動様式の全
てを反映した，人文・社会科学，芸術等による総合的アプローチも求められています。つま
り，学問の細分化の枠を超えた多角的な視点から問題解決をめざす「統合的学習」という性
格を持っています。

Ⅲ−6 環境学習を進める際の留意点

以上，阿部治「なぜ環境教育を学ぶのか」日本環境教育学会編『環境教育』
教育出版pp.4−7　教育出版（2012）から要旨を引用



203

第Ⅲ章 ●私たちがめざす環境学習

●Ⅲー6 環境学習を進める際の留意点●

（２）持続可能な開発のための教育（ESD）の視点から
　最近の国内外の取組を見ると，環境教育・環境学習における「持続可能な開発のための教
育（ESD）」という視点の重要性が高まっています。持続可能な開発とは，将来の世代のニ
ーズを満たす能力を損なうことなく，現在の世代のニーズを満たすような社会づくりのこと
を意味していますが， ESD の視点に立った学習目標としては，次のことがあげられています。

　「持続可能な社会づくりに関わる課題」を見いだすためには，「持続可能な社会づくり」
を捉える要素（構成概念）を明確にする必要がありますが，この構成概念の例を以下
に示します。

　また，ESD の視点に立った学習で重視する「能力や態度」を以下に例示します。

　環境学習を進めるにあたっては，学習者の発達の段階に応じて，活動を通してこれらの構
成概念に着目させて考えさせる場面があるとよいでしょう。
　また，ここで重視する「能力や態度」は，「生きる力」にも通じています。

　教科等の学習活動を進める中で，「持続可能な社会づくりに関わる課題を見いだ
し，それらを解決するために必要な能力や態度を身に付ける」ことを通して，持続
可能な社会の形成者としてふさわしい資質や価値観を養う

①批判的に考える力 ⑤他者と協力する力
②未来像を予測し計画を立てる力 ⑥つながりを尊重する態度
③多面的，総合的に考える力 ⑦進んで参加する態度
④コミュニケーションを行う力

人を取り巻く環境に関する概念

多様性･･････いろいろある

相互性･･････関わり合っている

有限性･･････限りがある

人の意志・行動に関する概念

公平性･･････一人一人大切に

連携性･･････力を合わせて

責任性･･････責任をもって

国立教育政策研究所　教育課程研究センター「ESDの学習指導課程を構想し
展開するために必要な枠組み（2012）」から要旨を引用
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（３）科学的な側面と価値観
　環境学習は，身近な自然にふれることによって，自然の美しさに興味・関心を持ったり，
自然の有様をそのままに受け入れるところから始まりますが，学習を深める段階で，環境問
題や環境自体を科学的に理解するというプロセスが必要になります。
　さらに環境問題の解決について考えたり，個人レベルの意志決定，集団レベルの合意形成
をめざすという学習段階では，科学的な見方・考え方に基づいて進めるということがますま
す重要になります。
　「科学的」という言葉は一般には「まちがいのない」「確実な」といった意味でとらえられ
ていますが，ある種の環境問題の場合には，科学者の間でも見解の不一致がみられたり，あ
るいは一致がみられるまでに時間を要し，それまでに判断をせまられることもあります。ま
た，「飲料物の容器は，ビン，カン，ペットボトルのどれがよいか」という問題に象徴され
るように，経済性や時代の技術水準を含めた多様な要因が絡み合い，必ずしもベストの選択
がなされているかどうか科学的な視点だけでは判断できない事柄が多いのも事実です。

　そこで，環境学習を深めていく段階において，個々人の「価値観」をどうとらえたらよい
かという問題が生じます。私たちが目指すべき「価値観」は，一言でいえば「持続可能な社
会をつくるために」ということになりますが，「我が国における「国連持続可能な開発のた
めの教育の10年」実施計画」（関係省庁連絡会議：平成23年６月3日改訂）には，人間性の
尊重，非排他性，機会均等，環境の尊重といった「価値観」が，育みたい力としてあげられ
ています。

　一方，指導者の「環境観」や「価値観」が，学習者に強く影響を与えるということも注意
しなくてはなりません。他で紹介されている環境学習の実践から特定の活動を取り上げ，そ
れを「環境によいことだ」と信じて疑わない姿勢は危険です。幼児・児童の発達の段階にも
よりますが，せっかくの指導が，かえって幼児・児童に誤った知識を植え付け，科学的・多
面的に考える余地を奪ってしまうことにもなりかねません。
　幼児・児童期においては，個々人やいろいろな集団の価値観を尊重するという「多様な価
値観教育」が環境教育の原点といえます。
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